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Ａ．研究目的 
 認知症患者の身体合併症治療は、患者自身
が適切に症状を訴えられないこと、検査や治
療に協力できないことなどのために、一般の
身体疾患治療とは異なる課題を持っている。
新オレンジプランは、精神科病院の身体疾患
対応力を高めること、総合病院の認知症対応
力を高めることでこれらの課題を解決する
ことを提案している。 
 分担研究第1年度は、総合病院ER、総合病
院身体科病床、精神科病院合併症病床を対象
に調査を行い、研究第2年度には、ERにおけ
る問題をさらに検討すると同時に、認知症患
者の身体合併症の代表的な疾患として、外科
系疾患では大腿骨近位部骨折、内科系疾患で
は誤嚥性肺炎に対する治療の実情を取り上
げ、精神科病院合併症病棟における治療の状
況を調査した。 
 研究第3年度には、大腿骨近位部骨折患者
の治療状況に関する調査の補充に加え、精神

科病院合併症病棟における身体合併症治療
の現状を調査し、その利点と課題を明らかに
することを目的として、経営、安全管理、患
者の権利擁護などの視点から分析した。 
 
Ｂ．研究方法 
 東京都立松沢病院（以下、松沢病院）の身
体合併症病棟（以下合併症病棟）における経
営指標(井藤・斎藤）、臨床指標（井藤）を
収集し、分析した。また、第2年度に指摘し
た大腿骨近位部骨折に対する外科治療の遅
れについて、受傷場所による違い等をカルテ
から調査した（牛田、吉田、梅田、河野）。 
（倫理的配慮） 
本研究は、松沢病院の倫理委員会の了承を得
ている。 
 
Ｃ．研究結果 
1）大腿骨近位部骨折受傷から治療開始まで
の期間に関する調査 
 2015年度の報告で、松沢病院において、大
腿骨近位部骨折に対する人工骨頭置換術を
受けた患者について、受傷から骨折認知まで、
受傷から松沢病院入院まで、また入院から手
術までの期間が長いことを指摘した。今年度
は、保存的治療を行った事例を含め、大腿骨
近位部の骨折から治療までの期間について

【研究要旨】 
昨年度研究の継続で、松沢病院合併症病棟に入院した 101 例の大腿骨近位部骨折事例を対象に、入院、

手術までの期間に関する調査を行った。単科精神科病院で受傷した例が、自宅、福祉施設で受傷した例
に比較して、有意に長い時間を要していた。転入院時に、骨折以外に肺炎、肺塞栓等の身体合併症をお
こしている例では、手術までの期間がさらに延長していた。 

2012 年以降の松沢病院合併症病棟の診療統計、経営指標を分析した。この間、単科精神科病院のみ
ならず、総合病院身体科、地域のクリニックからの転院依頼が増加している。合併症医療においては、
精神科医が治療チームの一員として積極的に関与することが、患者の抑制率、抑制日数、在院日数等を
削減することが示唆された。精神科病床における身体合併症医療は現在の診療報酬体系の下では全く不
採算であり、行政的配慮が求められる。 
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再検討を行った。 
 対象は、2013年4月から2015年12月までに、
大腿骨近位部骨折治療のため松沢病院合併
症病棟に入院した患者101名である。92人（9
1.0％）が手術適応となり、残る9人について
は諸般の事情により保存的な治療が行われ
た。手術適応となった92人の受傷場所は、松
沢病院内精神科病棟17人、松沢以外の単科精
神科病院42人、福祉施設内6人、自宅27人で
ある。 
 受傷から入院（松沢病院内の骨折について
は精神科病棟から合併症病棟への転棟）まで
の期間を、受傷場所の違いによって比較する
と、受傷後入院（転棟）までに3日以上を要
した患者は、単科精神科病院では42人中35人
（83.3％）、自宅では27人中9人（33.3％）、
松沢病院内では17人中5人（29.4％）福祉施
設内6人中1人（16.7％）で、単科精神科病院
での受傷例における入院遅延例の割合が他
の3群いずれと比較しても有意に高かった
（χ二乗検定ｐ＜0.05）。 
 手術を受けた92人について、受傷場所別に
受傷日から手術日までの日数を調査した。受
傷から手術を受けるまで1週間以上を要した
患者は、単科精神科病院では42人中40人、自
宅で受傷した患者では27人中13人、松沢病院
内では患者17人中4人、福祉施設内では6人中
1人であった。この結果をフィッシャーの直
接確率法（正確検定）で検定すると、単科精
神科病院での受傷例は、松沢病院内、自宅で
の受傷例に比較して有意に多い。 
受傷後、手術までの期間が11日以上になっ

た患者は10人で、受傷場所は単科精神科病院
7人、松沢病院1人、自宅2人である。入院後
手術までに時間を要した理由は、正常圧水頭
症（1人）、深部静脈血栓症（3人）、下部消
化管イレウス（1人）、肺水腫（1人）、肺炎
（2人）、低栄養（1人）など身体合併症の治
療が多くを占め、精神症状による治療拒否を
説得する為に時間を要したものは当院の1例
だけであった。 
 
２）精神科病院における合併症医療に関する
経営指標、臨床指標 
 グラフ１に松沢病院の合併症医療病棟入
院患者数の年次変化を示した。2012年に年間

700件であった入院が、2015年度には865件と
なり、2016年度もさらに増加する見込みであ
る。同じ時期に、70.9日だった在院日数は、
48.5日まで減少している。 

 
 グラフ２は、2013年度から2015年度に、松
沢病院が他の医療機関から受け入れた患者
数の変化を表している。2013年度には716件
であった依頼が2015年度には、1017件に増加
し、『合併症ルート』は、都内の精神科単科
病院で生じた身体合併症患者を、東京都福祉
保健局を経由して松沢病院が受け入れた患
者数、『ルート外身体』は、この合併症ルー
トを経由せず、精神科病院、総合病院、家庭
医から直接の依頼で松沢病院が受け入れた
患者の数を表す。この間、身体合併症を理由
に松沢病院に転院した患者数は、471人から5
43人に増加している。一方、『不成立』は、
依頼先、あるいは松沢病院の事情で受け入れ
に至らなかった転院依頼患者の数で2013年
度の115件（16.1％）から2015年度には195件
（19.2％）に増加している。『不成立』の中
には、依頼時の松沢病院の病床マネジメント
上、受け入れ困難であった例、依頼元の医療
機関が何らかの事情によって依頼を取り下
げた例、積極的ながん治療等、松沢病院の医
療水準を超えるために、他の専門的な医療機
関への転院を紹介した例などが含まれる。 
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 グラフ３に、4つある合併症病棟の内、内
科の閉鎖病棟における身体拘束の状況を示
した。2016年度上半期の身体拘束率は32％、
平均拘束日数は17日であった。2014年度には
身体拘束率45％、平均拘束日数37日であった
から、拘束率、拘束日数とも、最近2年間で
急速に短縮している。 

 
 グラフ４は、同じ病棟のインシデントレポ
ートの数と在院患者数を示している。同病棟
の予算定床は45床（看護基準13：1）である
が、現実的には、60％から80％程度の稼働率
で運用している。グラフに示すとおり、在院
患者数33人（稼働率73.3％）以上になると、
33人未満の日に比較してインシデントの発
生率が有意に高くなる（p=0.05）。同様の傾
向は他の3つの合併症病棟でも見られる。 

 
 表1は、同じ病棟の収支の状況を示してい
る。2014年度には1か月平均21.3人であった
新入院患者数が2015年度前半には25.3人に
増加（増加率18.8％）しているが、在院日数
は63.8日から35.0日まで短縮（短縮率45.
4％）している。その結果、月平均病床稼働
率は73.3％から66.7％に減少し、1か月の入
院料収入は22,008,000円から20,793,000円
に減少（1,215,000円減/1か月）している。 

 2014年度における松沢病院の病棟別収支
を計算すると、4つの合併症病棟は、赤字幅
が最も大きい方から4つを占め、いずれの病
棟も1年の赤字幅が2億円を超える。ちなみに、
精神科病棟で赤字幅が2億円を超えるのは、2
4時間365日患者を受け入れている（年間約10
00人、このうち、夜間休日に600人）救急病
棟のみである。  

  
  
Ｄ．考察 
大腿骨近位部骨折治療を目的として松沢

病院合併症病棟に入院する患者のうち、単科
精神科病院で起こった骨折事例が、自宅、あ
るいは福祉施設で骨折した事例に比較して、
入院、手術に至るまでの日数が有意に長いこ
とが確認された。自宅、福祉施設での骨折事
故は、直ちにかかりつけ医、総合病院等で診
察を受け、一般の整形外科病棟で処遇が困難
な場合は、最初にコンタクトした医療機関が
松沢病院と直接連携して患者の転送を決め
る（ルート外）。今回の調査では、こうした
ルート外の連携は迅速に機能していること
が明らかになった。 
一方、単科の精神科病院における骨折事例

の中に、転院が遅れ、骨折以外の内科的合併
症を起こし、手術までの期間が長くなる事例
が多いことが明らかになった。東京都は単科
精神科病院で起こった重篤な身体合併症に
対応するため、単科精神科病院からの転院依
頼をいったん都庁が引き受け、合併症治療を
行う特定の病院（松沢病院以外は総合病院）
と交渉して転院先を確保するという制度（合
併症ルート）を持っているが、この行政手続
きがしばしば、迅速な対応の妨げとなってい
た。そのため、単科精神科病院の中には、ま
ず、各病院が独自に持っているネットワーク
を通じて、近隣の総合病院と交渉をし、これ
らの病院で引き受けられない事例を合併症
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ルートに乗せている場合がある。こうした場
合は、受傷から治療開始までに、合併症ルー
トの手続きに要する時間に加えて長い時間
を要することになる。このような治療開始ま
での時間の長さが内科的合併症を引き起こ
し、転院後の迅速な手術対応を困難にしてい
る。患者を引き受ける医療機関（松沢病院を
含めて）の側にも、自宅や福祉施設に比較す
れば医療資源を持っている単科精神科病院
入院中の患者の受け入れ優先順位が下がる
可能性も否定できない。 
 松沢病院は、都内で唯一、認知症を含む精
神疾患に合併した身体疾患を治療すること
を目的とした合併症病棟を持つ病院である。
近年、合併症病棟への入院が増えているが、
これは、従来の東京都合併症ルートを通じた
単科精神科病院からの転入院ばかりでなく、
一般病院、かかりつけ医からの直接紹介の増
加による。東京は他の都道府県に比較して医
療資源が豊富で、身体疾患の治療を受ける場
所を探すことに難渋することはないにもか
かわらず、松沢病院合併症病棟に東京都全域、
近隣県からの入院があることは、精神に障害
のある患者の側にそれだけのニーズがある
ということを意味している。 
 認知症患者の身体合併症医療の質を評価
する指標の一つとして合併症病棟における
拘束率を取り上げた。東京都立の総合病院
（広尾、大塚、駒込、墨東、多摩総合）にお
ける身体拘束の実施率は最高が大塚病院の1
6.4％であるから、松沢病院内科病棟の拘束
率は現在なお非常に高い。しかしながら、総
合病院に認知症患者が入院すれば、予定どお
りの治療計画遂行、転倒の防止、徘徊等、他
の患者に対する迷惑行為の防止などの目的
でしばしば拘束が行われているのは周知の
事実である。松沢病院合併症病棟と総合病院
との比較を行うためには、総合病院における
認知症患者の拘束率を用いる必要があるが、
そうしたデータが存在しない。いずれにして
も、身体拘束は、患者のADLを低下させ、肺
炎、肺血栓症などのさらなる合併症の原因と
なるだけでなく、患者自身の自尊心を著しく
傷つける。松沢病院合併症病棟の拘束率は20
14年度の45％から2016年度上半期32％に減
少し、平均拘束日数は37日から17日に短縮し

た。少なくとも、この期間に認知症の患者を
含む精神疾患患者の合併症医療の質は大き
く前進したことになる。同様に、2014年度に
は63.8日であった内科合併症病棟の平均在
院日数が、2015年度前半には35.0日まで短縮
しており（短縮率45.4％）、1か月あたりの
新入院患者数も21.3人から25.3人まで増加
している（増加率18.8％）。すなわち、2014
年以降1、2年の間に、病棟のキャパシティが
上がり、入院期間もほぼ半減している。この
期間に、当該病棟のスタッフ数、内科治療に
関する医療資源に変化はない。変化があった
のは、担当する1人の精神科医の交代のみで
ある。従来、松沢病院合併症医療は、身体科
の医師がもっぱら治療の方針を決め、精神科
医は精神保健福祉法に基づく非自発的入院
の手続き、隔離拘束などの手続き、治療終了
後の向精神薬の調整などに限られていた。精
神疾患の状況とはかかわりなく治療方針が
決められ、治療上の指示に患者が従えなけれ
ば拘束が長引き、その結果、身体疾患の治療
が終了するころには、患者のADLが著しく低
下している、といったことも珍しくなかった。
2014年以降は、精神科医が入院時から患者に
関わり、身体科の医師と協力して症例ごとに
適切な治療目標、治療方針を決めるようにな
った。従来の、精神科治療はさておいて、身
体疾患治療を優先するという方針を、精神と
身体を区別せず、適切な治療方針が模索され
ている。加えて、入院時から退院を見据えた
精神医学的ソーシャルワークを進めること
が可能になり、退院の準備が円滑に進むよう
になった。このため、無駄な拘束は減り、退
院までの期間も半減した。こうした精神科医
の関与は、総合病院における精神科医による
リエゾンコンサルテーションとは別の次元
の、密度の濃い医療チームを作る結果となり、
精神科病院合併症病棟ならではの治療体制
が作られている。 
 一方、こうした内科病棟の治療の質、量の
向上は、病院経営改善には負の影響をおよぼ
している。月平均病床稼働率は73.3％から66.
7％に減少し、1か月の入院料収入は22,008,0
00円から20,793,000円に減少（1,215,000円
減/1か月）している。松沢病院合併症病棟に
治療を要請される患者の多くは、計画的な入
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院治療の対象とはならない。疾病の兆候に自
ら気づくことがなく、症状が強くなってもそ
れを的確に訴えられないために、診断が遅れ、
治療が遅れる。このため、計画的に待機患者
を入院させるという経営は不可能で、急な入
院依頼が重なるときはベッドコントロール
に難渋し、依頼が途切れると空床が増える。
在院日数の短縮は、依頼が重なったときの患
者受け入れキャパシティを増大させるが、経
営的には稼働率低下というリスク要因にな
る。精神科病床の稼働率が90％内外であるの
に対して、合併症病棟の稼働率は65％から7
5％である。松沢病院に4つある合併症病棟は、
病棟別原価計算で最も赤字の大きい病棟で
あり、この稼働率の低さはその要因の一つで
ある。一方、患者数が33人（稼働率73.3％）
を超えると、有意にインシデントが増えると
いう現象からも明らかなように、精神科病床
の13：1、15：1といった看護基準で、精神疾
患と身体疾患を合併する患者用ベッド45床
を満床にすることは現実的には不可能であ
る。一般の総合病院内科系、外科系病棟とは
異なり、松沢病院合併症病棟では、点滴や留
置カテーテルの管理を理解できる患者の方
が少ない。異常が起こったときに自らナース
コールができる患者も多くはない。加えて、
配薬した薬は患者が完全に飲み込むまで看
護師が観察しなければならない。統合失調症
の患者では拒薬による精神症状の悪化が身
体疾患の治療に大きな悪影響を及ぼすし、服
薬という行為自体を理解できない認知症の
患者であれば身体管理に不可欠な薬物が服
用されないという事態は珍しくない。合併症
病棟における看護師の負担は、現在の稼働率
をもってしても、過重なものになっている。 
 内科、外科などの専門医の視点から見れば、
松沢病院の合併症医療は不十分なものでは
ある。しかしながら、総合病院における合併
症治療が困難な事例が、松沢病院に集まると
いう現象が起こっていると考えられ、その需
要は増大しつつある。近年、松沢病院合併症
病棟の受け入れキャパシティは増大してい
るが、入院依頼の増加はそれを上回る勢いで
ある。一方、現在の診療報酬体系の中では、
こうした医療は、きわめて不採算なものにな
っている。 

 
Ｅ．結論 
・昨年度研究の継続で行った、大腿骨近位部
骨折事例の入院、手術までの期間に関する調
査では、単科精神科病院で受傷した例が、自
宅、福祉施設で受傷した例に比較して、有意
に長い時間を要していた。 
・転入院時に、骨折以外に肺炎、肺塞栓等の
身体合併症を起こしている例では、手術まで
の期間がさらに延長していた。 
・精神科病院の合併症病棟への転院依頼は増
加している。 
・単科精神科病院のみならず、総合病院身体
科、地域のクリニックからの依頼も増加して
いる。 
・内科、外科などの専門医のみならず、精神
科医がより治療チームの一員として積極的
に関与することによって、合併症治療中の患
者の抑制率、抑制日数、在院日数等を削減す
ることができる。 
・精神科病床における合併症医療は現在の診
療報酬体系の下では全く不採算である。 
 
Ｆ．健康危険情報 
 なし 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 
 なし（準備中） 
 
２．学会発表 
ワークショップ「認知症高齢者の医療におけ
る意思決定」斎藤正彦，井藤佳恵.第31回日
本老年精神医学会（2016.6.24，10:00-12:00，
金沢) 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 
 なし 
２．実用新案登録 
 なし 
３．その他 
 特になし 
 
 
 


